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京都市市営保育所保護者会連絡会

連絡先 :〒 604-840京都市中京区衆楽廻松下町 9-4

衆楽保育所保護者会気付

http://blogJiVedoor.Jp/kyOtOSieihogosya/

●市営保育所保護者会連絡会とは 各市営保育所の保護者会を相互につなぎ、またその意見を代表する連絡会です。

京都市が保育所民営化の議論をはじめた2011年に、「当事者を代表する団体がない」と京都市が一度も保護者の意見を聞か

なかつたので、すべての市営保育所 (当 時 25か所)の保護者会によつて結成されました。

●12月 5日 (土 )、「保育所の民営化を考えるシンポジウム」(仮 )

をおこないます。時間:午後1時半～4時ごろ。場所:こどもみらい館にて。

パネラーは、藤井伸生さん(京都保育運動連絡会会長、華頂大学教授 )、 大倉得史

さん(前日移管先選定部会委員、京大准教授 )、 尼崎市保育所民営化裁判原告の

元保護者の方 (交渉中)ほか。保育あります。

市営保育所を廃止口民営化することは、その保育所だけでなく、地域の児童福祉にとつ

ても大きな影響があります。民営化されない市営保育所も、広い地域から障害のある

子や虐待を受けた子などを受け入れる専門的な特別支援施設として機能強化されま

す。また、いくつかの保育所は、児童福祉法第 24条の「市町村の保育義務」のない

「認定こども園」となり、市営保育所としては廃止される方針もあります。

つまり、これまでのような「どんな子も身近な地域でいつしょに保育を受けることができる市

――一―一→郵霜義発開0む茨朔疑ぬくなひ瞬沢封∵民営イむ綿 保育所だけでなく、京都市全

体の保育の問題として考えるシンポジウムにしたいと思います。        い

●選 定 部 会 の市 民 公 募 委 員が任 期 切 れで交 代 9月 3日 付の市のホームページで京都市子ども口子育て会

議の新しい市民公募委員が移管先選定部会の委員に指名されたことが広報されました。今年度はすでに4回の選定部

会が開かれ、砂川と錦林の保護者意見の聴取や「移管先法人募集要項 (案)の検討」がなされました。保護者から「せめ

て自分らで移管先を選定したい」という声もあり、この春からは「保育園保護者の視点」から市民公募委員の一村大輔委

員が部会に加わつていましたが、7月 の任期切れにより退任。新たに市民公募委員の野田絵美委員が選任されました。実

地審査など具体的な選定作業はまだ続いています。委員の任期切れということですが、これまでの審議に立ち会わず、保

護者の意見も聞いておられないのに、ここで委員が代わるのは、「保護者の視点」を軽視しているのではないでしょうか。せめ

て新委員日ま保護者の声を直接聞いていただきたいです。

● 署 名 にご協 力 ください ! 2018年度の廃止口民営化の対象とされた緊楽保育所保護者会では、市の説明は不十分

で民営化に同意できないとして、「京都市緊楽保育所の存続を求める署名」を始めました。年齢制限はありません。子どもたちも

署名できます(代筆可)。 京都市在住以外の方でも署名できます。外国籍の方も、住所が日本国内であれば署名できます。言

語は何語でもOKです。外国にお住まいの日本国籍の方も署名できます。住所は都道府県を省略できますが、番地までお書き

下さい。同じ名字や住所の方が連続して署名される場合、名字や住所は「″」や「同上」と記載いただいても大文夫です。署名

用紙に第 1次じめきりは9月 30日とありますが、連絡会としては 10月 2日 (金 )までといたします。よろしくお願いいたします。

※「ほんまもんの保育口学童保育を目指す京都市実行委員会」より保育に関するアンケートの依頼がありました。「子ども子育て

新制度」の導入後の状況についての調査です。こちらも署名と同じく10月 2日 (金 )をしめきりです。合わせてご協力ください。
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